
  

令和４年３月 14日（月）に発生した e-Taxの接続障害については、

16日（水）14時現在において、自宅等からの e-Taxによる受信は遅

滞なく行われています。 

 国税庁としては、引き続き、運用事業者とともに、原因の解明に努

め、早期の復旧を図ってまいります。 

 納税者の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び

申し上げます。 

 

（参考）申告所得税、贈与税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的

な方法（令和４年３月 15日公表） 

 

令和４年３月 16日 
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